
1/40 

○岩見沢市社会福祉法施行細則  

平成２５年３月２６日  

規則第２号  

改正  平成２８年３月３１日規則第７号  

平成２９年１１月２日規則第２６号  

（趣旨）  

第１条  社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）の施行

については、社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号）及び社会福祉

法施行規則（昭和２６年厚生省令第２８号。以下「省令」という。）に定め

るもののほか、この規則の定めるところによる。  

（設立の認可の申請）  

第２条  省令第２条第１項の規定による社会福祉法人の設立の認可の申請は、

社会福祉法人設立認可申請書（様式第１号）によるものとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第３２条の規定に

より認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可等決定通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。  

（財産の移転の終了の報告）  

第３条  省令第２条第４項の規定による財産の移転の終了の報告は、社会福祉

法人財産移転終了報告書（様式第３号）によるものとする。  

２  省令第２条第４項の書類は、次のとおりとする。  

（１）  財産目録  

（２）  法人の登記事項証明書  

（３）  寄附金領収書の写し  

（４）  預金通帳の写し  

（５）  預金残高証明書  

（６）  土地の登記事項証明書（設立時に土地を寄附された場合又は土地に

地上権等の権利を設定した場合に限る。）  

（一時評議員選任の請求）  

第３条の２  法第４２条第２項の規定により一時評議員の選任を請求しようと

する利害関係人は、社会福祉法人一時評議員選任請求書（様式第３号の２）
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に、次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。  

（１）  法人の登記事項証明書  

（２）  当該利害関係人と法人の関係を明らかにする書類  

（３）  一時評議員として選任を請求される者の就任承諾書及び履歴書  

（４）  その他市長が認める書類  

２  市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、

その可否を決定したときは、社会福祉法人一時評議員選任等決定通知書（様

式第３号の３）により、請求した利害関係人及び当該社会福祉法人に通知す

るものとする。  

（平２９規則２６・追加）  

（一時役員等選任の請求）  

第３条の３  前条の規定は、法第４５条の６第２項の規定により一時役員の選

任を請求しようとする場合及び法第４５条の１７第３項の規定において準用

する法第４５条の６第２項の規定により一時理事長の選任を請求しようとす

る場合に準用する。この場合において、前条中「一時評議員」とあるのは「一

時役員」又は「一時理事長」と、「社会福祉法人一時評議員選任請求書（様

式第３号の２）」とあるのは「社会福祉法人一時役員選任請求書（様式第３

号の４）」又は「社会福祉法人一時理事長選任請求書（様式第３号の６）」

と、「社会福祉法人一時評議員選任等決定通知書（様式第３号の３）」とあ

るのは「社会福祉法人一時役員選任等決定通知書（様式第３号の５）」又は

「社会福祉法人一時理事長選任等決定通知書（様式第３号の７）」と読み替

えるものとする。  

（平２９規則２６・追加）  

（評議員会の招集の許可の申請）  

第３条の４  法第４５条の９第５項の規定による評議員会の招集の許可の申請

は、社会福祉法人評議員会招集許可申請書（様式第３号の８）により行うも

のとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、

その可否を決定したときは、社会福祉法人評議員会招集許可等決定通知書（様

式第３号の９）により、申請者に通知するものとする。  
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（平２９規則２６・追加）  

（定款の変更の認可の申請）  

第４条  省令第３条第１項の規定による定款の変更の認可の申請は、社会福祉

法人定款変更認可申請書（様式第４号）によるものとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第４５条の３６第

２項において準用する法第３２条の規定により認可の可否を決定したときは、

社会福祉法人定款変更認可等決定通知書（様式第５号）により申請者に通知

するものとする。  

（平２９規則２６・一部改正）  

（定款の変更の届出）  

第５条  省令第４条第２項において読み替えて準用する省令第３条第１項の規

定による定款の変更の届出は、社会福祉法人定款変更届（様式第６号）によ

るものとする。  

（解散の認可又は認定の申請）  

第６条  省令第５条第１項の規定による解散の認可又は認定の申請は、社会福

祉法人解散認可・認定申請書（様式第７号）によるものとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第４６条第２項の

規定により認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可・

認定等決定通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。  

（解散の届出）  

第７条  法第４６条第３項の規定による解散の届出は、社会福祉法人解散届（様

式第９号）によるものとする。  

（清算人の就任又は就職の届出）  

第７条の２  法第４６条の６第４項の規定による社会福祉法人の清算人の就任

の届出は、社会福祉法人清算人就任届（様式第９号の２）によるものとする。  

２  法第４６条の６第５項の規定による清算人の就職の届出は、社会福祉法人

清算人就職届（様式第９号の３）によるものとする。  

３  前２項の届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。  

（１）  清算法人に係る登記事項証明書  

（２）  その他市長が必要と認める書類  
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（平２９規則２６・追加）  

（清算結了の届出）  

第７条の３  法第４７条の５の規定による清算の結了の届出は、社会福祉法人

清算結了届（様式第９号の４）に、当該登記後の登記事項証明書及び清算書

を添えて行わなければならない。  

（平２９規則２６・追加）  

（合併の認可の申請）  

第８条  省令第６条第１項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書

（様式第１０号）によるものとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第５０条第４項及

び法第５４条の６第３項において準用する法第３２条の規定により合併の認

可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可等決定通知書（様式第１

１号）により申請者に通知するものとする。  

（平２９規則２６・一部改正）  

（社会福祉充実計画の承認の申請）  

第８条の２  省令第６条の１３の規定による社会福祉充実計画の承認の申請は、

社会福祉法人社会福祉充実計画承認申請書（様式第１２号）により行うもの

とする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第５５条の２第９

項の規定によりその内容を審査し、承認の可否を決定したときは、社会福祉

法人社会福祉充実計画承認等決定通知書（様式第１３号）により、申請者に

通知するものとする。  

（平２９規則２６・追加）  

（承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請）  

第８条の３  省令第６条の１８の規定による承認社会福祉充実計画の変更の承

認の申請は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更承認申請書（様式第１

４号）により行うものとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第５５条の３第３

項において準用する法第５５条の２第９項の規定によりその内容を審査し、

承認の可否を決定したときは、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更承認
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等決定通知書（様式第１５号）により、申請者に通知するものとする。  

３  前２項の規定にかかわらず、法第５５条の３第２項に規定する軽微な変更

の届出は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画変更届（様式第１６号）によ

り行うものとする。  

（平２９規則２６・追加）  

（承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請）  

第８条の４  省令第６条の２１の規定による承認社会福祉充実計画の終了の承

認の申請は、社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了承認申請書（様式第１

７号）により行うものとする。  

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、

承認の可否を決定したときは、社会福祉法人承認社会福祉充実計画終了承認

等決定通知書（様式第１８号）により、申請者に通知するものとする。  

（平２９規則２６・追加）  

（補則）  

第９条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力

を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請

その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は

市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。  

附  則（平成２８年３月３１日規則第７号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年１１月２日規則第２６号）  

この規則は、公布の日から施行する。  
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様式第１号（第２条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第２号（第２条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第３号（第３条関係）  

様式第３号の２（第３条の２関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の３（第３条の２関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の４（第３条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の５（第３条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の６（第３条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の７（第３条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の８（第３条の４関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第３号の９（第３条の４関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第４号（第４条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第５号（第４条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第６号（第５条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第７号（第６条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第８号（第６条関係）  
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（平２９規則２６・全改）  

様式第９号（第７条関係）  

様式第９号の２（第７条の２関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第９号の３（第７条の２関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第９号の４（第７条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１０号（第８条関係）その１  

（平２９規則２６・全改）  

様式第１０号（第８条関係）その２  

（平２９規則２６・全改）  

様式第１１号（第８条関係）  

（平２９規則２６・全改）  

様式第１２号（第８条の２関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１３号（第８条の２関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１４号（第８条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１５号（第８条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１６号（第８条の３関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１７号（第８条の４関係）  

（平２９規則２６・追加）  

様式第１８号（第８条の４関係）  

（平２９規則２６・追加）  

 


